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長沼町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改

正する条例制定について 
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長沼町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改

正する条例 

 

長沼町議会政務活動費の交付に関する条例（平成２４年条例第４

４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「年額９万６，０００円」を「年額の上限を１２

万円」に改める。 

第７条第１項を次のように改める。 

  前条の規定による通知を受けた議員は、政務活動を行ったとき

は、半期ごとの政務活動に要した経費の実績を政務活動費として、

当該半期に属する最終月の翌月１０日までに町長に請求するもの

とする。 

第７条第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 議員は、前項の規定により政務活動費を請求するときは、領収

書その他支出を証すべき書面を提出し、その支出が第２条の規定

に基づくものであることを明確にしなければならない。 

第１０条第１項を削り、同条第２項を同条とし、第３項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


